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◆身体の動きに関する器官が、病気やけがで
損なわれ、歩行や筆記などの日常生活動作
が困難な状態

肢体不自由

令和３年６月文部科学省初等中等教育局特別支援教育課
「障害のある子供の教育支援の手引～子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて～」

障害の種類と説明


